
令和４年度監査結果に基づく措置状況
　令和４年度に実施した監査の結果に基づき、令和５年３月31日現
在の措置状況について、地方自治法第199条第14項および亀山市監
査委員条例第12条第２項の規定により公表します。
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問合先 監査委員事務局監査

グループ（☎84－5051）

　前年度実施した「財政援助団体等監査」、「指定管
理者監査」の結果に対する措置状況について、令和
５年４月28日に市長および関係機関の長から通知
がありましたので、その概要をお知らせします。

財政援助団体等監査
意見
● 青少年研修センターにおいて、利用者増の観点か
ら快適に施設が利用できるよう、管理人室東側ト
イレの洋式化およびWi-Fi無線の整備について検
討されたい。また、施設（青少年研修センターとス
ポーツ研修センター）の老朽化により、市民サービ
スの低下を招かないよう長期的な修繕計画を策定
するなど、今後の施設の在り方を検討されたい。

<措置状況>
【公益財団法人亀山市地域社会振興会】
　管理人室東側トイレの洋式化、Wi-Fi無線の整
備については、担当課と協議の上、検討します。また、
今後の施設の在り方についても、長期的な修繕計画
の策定を含め、担当課と協議の上、検討します。

【市民文化部文化課】
　管理人室東側トイレの洋式化についてはその必
要性について、また、Wi-Fi無線の整備については
亀山市行政DX推進計画を参考に、施設所有者であ
る亀山市地域社会振興会と協議します。さらに、今
後の施設の在り方についても、長期的な修繕計画の
策定を含め、所有者である亀山市地域社会振興会と
協議します。

指定管理者監査
意見
【市民文化部文化課】
（対象団体：公益財団法人亀山市地域社会振興会）
● 文化会館の施設について、築30年が経過し、経年劣化
が進んでいるため、計画的な修繕に取り組まれたい。

＜措置状況＞
　これまでから、亀山市公共建築物個別施設計画に基づ
き長寿命化を図っているところですが、未実施の修繕箇
所もあることから、今後も順次計画的に修繕を行います。

【産業環境部商工観光課】
（対象団体：公益財団法人亀山市地域社会振興会）
● キャンプ場の利用者が快適にキャンプ場を使用でき
るよう、バンガロー前トイレの水洗化を進められたい。

＜措置状況＞
　利用者が快適に使用できるよう、バンガロー前トイ
レも含め、キャンプ場施設全体の課題を洗い出した上
で、優先度を判断しながら改善に向けて取り組みます。

【健康福祉部子ども未来課】
（対象団体：川崎小学校区放課後児童クラブあおぞら運営委員会）
● 基本協定書第15条第２項に規定される審査基準
等が定められていない。すべての放課後児童クラ
ブの実情を調査し、適正に処理されたい。

＜措置状況＞
　放課後児童クラブの全ての指定管理者に対し基本協定
書第15条第２項の基準等の提出を求め、承認しました。

名阪工業団地第三公園をスケートボードなどの
利用のために期間限定で開放します
　スケートボードなどのアーバンスポーツができる環境の整備に向け
て、次のとおり都市公園を試験開放しますので、利用者同士で譲り合い、
マナーを守ってご利用ください。
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と　き　８月１日（火）～９月30日（土）
　　　　午前９時～午後６時（おおむね日没まで） 
ところ　名阪工業団地第三公園（太岡寺町805－47）
実施可能種目　スケートボード、インラインスケートなど

※周辺の交通状況やけがへの対応など、自己責任での安全管理をお願いします。
※危険な利用やマナーを守れないなど開放の継続が困難であると判断した場合は、試験開放を中止します。
　 詳しくは、市ホームページをご覧ください。ミニランプなどの設置を予定しています（設置後の様子は、７月31
日ごろ市ホームページに掲載します）。

問合先 健康政策課スポーツ推進グループ（あいあい　☎98－5002）
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